
フローチャート  行政書士 ADR センター福岡 

 

問合せ 

申込み受理 

申込み 

調停申込書の提出 

手続の説明 

相談 

相談受付書の提出 

申込み不受理 

合意 

合意書作成 

相手方が調停に応じる場合 

相手方からの調停依頼書 

相手方が調停に応じないない場合 

手続の終了 

調停 

（原則として、1～３回あります。） 

手続終了 

申込費用（３，０００円）

及び第１回期日手数料

（５，０００円）を納付 

（申込人負担） 

期日手数料（５，０００円） 

（第２回以降の期日について

は、原則当事者が均等に負担） 


